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韓国の商法が一部改正(多重代表訴訟の導入等) 
執筆者：加賀 宏樹、大賀 朋貴 

 

 韓国では、2020 年 12 月 29 日、少数株主の利益保護のために多重代表訴訟の導入及び監査委員とする理事(日本の株式会社

における取締役に相当)の分離選出等を定めた商法の改正法が公布され、即日施行されています。日本企業が韓国企業と合弁

会社を設立する場合や大規模上場会社に出資している場合等に影響が生じる可能性があるため、改正法の主なポイントを以下

のとおり解説いたします。 

 

1. 多重代表訴訟制度の導入 

 

 今回の改正により韓国においても多重代表訴訟制度が導入されました。制度の概要は以下のとおりです。 

 

・ 子会社に対する親会社株主の提訴請求 

 親会社の株主は、 

① 親会社が上場会社である場合には、親会社の発行済株式総数の 1％以上の株式を有する場合、又は、0.5％以上の

株式を 6 ヶ月前から引き続き有している場合のいずれかの場合 1 

② 親会社が非上場会社である場合には、親会社の発行済株式総数の 1％以上の株式を有する場合 

                                                   
1  なお、韓国商法上、少数株主権の行使要件については、会社が上場会社であるか非上場会社であるかを問わない一般規定と、上場会社の株主

について規定した特例規定の 2 つがあります(多重代表訴訟に関しては、一般規定が発行済株式総数の 1％以上の株式を保有すること、特例規

定が 0.5％以上の株式を 6 ヶ月前から保有することをそれぞれ定めています)。従前、一部の裁判例においては、上場会社の株主は常に特例規定

に従わなければならないと判断するものがありましたが、今回の改正法は、上場企業の株主は、一般規定と特例規定のうち、いずれか一方を満た

せば少数株主権を行使できることを明記しました。 

2021年 

1月20日号 



 

 

 
Ⓒ Nishimura & Asahi 2021 

 - 2 - 

  

には、子会社 2に対して、子会社の理事の責任を追及する訴訟を提起することを請求できるとされました 3。 

 これは、提訴請求の対象となる子会社に制限がない点 4、上場会社株主の株式保有数・期間に関する点 5、及び、提訴請

求をすることができない場合に関する定めがない点 6において、日本の制度に比し株主が提訴請求をし易いものであると考

えられます。 

 

・ 子会社理事に対する責任追及訴訟の提訴 

 子会社が提訴請求を受けた日から 30 日以内に理事を訴えない場合には、提訴請求をした株主は、子会社のために、同

社の理事に対し、責任追及訴訟を提起することができます。 

 提訴請求を受けた会社の検討期間を 60 日とする日本の制度よりも短い検討期間となっています。他方で、韓国の多重代

表訴訟制度には、会社に回復できない損害が生じるおそれがある場合に株主が期間の経過を待たず直ちに提訴できる旨

の定めは設けられていません。 

 

・ 提訴請求後に親会社の子会社株式の持株比率が低下した場合の取扱い 

 提訴請求を受けた子会社が提起した責任追及訴訟及び株主が提起した責任追及訴訟の効力は、提訴請求後に親会社

の子会社株式の持分比率が 50％以下に減少したとしても、子会社株式を一切保有しなくなった場合を除き、影響を受けな

いものとされています。 

 

 多重代表訴訟の導入については、現地の経済界に、訴訟が多発し、子会社の理事が萎縮してしまわないか懸念する声もあるよ

うです。また、日本企業においても、韓国企業と合弁会社を設立する場合には、当該合弁会社に理事として差し入れた自社の従

業員が韓国企業の株主から責任追及訴訟を提起される等の影響があると考えられます。そのため、制度導入後、利用実態につ

いての注視が必要であると思われます。 

 

2. 監査委員の分離選出 

 

(1) 従前から存する監査委員会委員選任時の議決権行使の制限 

 

 韓国において、資産 2 兆ウォン(約 2000 億円)以上の大規模上場会社は、監事(日本の株式会社における監査役に相当)の選任

に代えて、監査委員会を設置しなければならないこととされています。そして、監査委員会の委員には、理事の中から 3 名以上が

選ばれ、かつ、その 3 分の 2 以上は社外理事である必要があるとされています。 

 従前、大規模上場会社においては、監査委員会の委員を株主総会で選任・解任する際に、議決権のない株式を控除した発行

済株式総数の 3％よりも多くの株式を有する株主(以下「3％超保有株主」といいます)による議決権行使は、3％分の株式のみに

制限されていました。更に、委員候補が社内理事である場合には、最大株主は、特殊関係人 7及び大統領令で定める他の者と併

せて 3％までに議決権行使を制限されていました。例えば、最大株主が発行済株式総数の 15％、その特殊関係人が 10％の株式

                                                   
2  韓国の商法上の子会社とは、会社が他の会社の発行済み株式総数の 50％を超過する株式を保有する場合の当該他の会社をいいます。自社と

他の子会社の保有する株式を合算して 50％を超える場合や他の子会社が当該会社の株式の 50％超の株式を保有する場合も「子会社」に該当し

ます。そのため、親会社の株主は、いわゆる孫会社の理事に対しても多重代表訴訟を提起し得ることになります(2020 年 12 月 30 日公表の法務部

商事法務課作成に係る「改正商法関係質疑応答｣1 頁)。 

3  多重代表訴訟に係る提訴請求を受けた場合の対応は、監事(監査委員会設置会社においては、監査委員会)が会社を代表して行うこととされてい

ます。 

4  日本においては、提訴請求を受ける会社の株式の帳簿価格が最終完全親会社等の総資産の 5分の 1 を超えることが要求されます(会社法 847条

の 3 第 4 項)。 

5  日本においては、上場会社の株主は、発行済株式総数の 1％以上の株式又は議決権総数の 1％以上の議決権を 6 ヶ月前から引き続き有してい

ることが求められます(会社法 847 条の 3 第 1 項)。 

6  日本においては、株主に図利加害目的がある場合及び提訴請求の対象取締役の責任の原因となった事実により最終完全親会社等に損害が生じ

ていない場合には、提訴請求をすることができないとされています(会社法 847 条 1 項 1 号、2 号)。 

7  特殊関係人は、商法施行令に定められている者であり、最大株主が個人である場合には、配偶者や一定親等の親族等、法人又は団体である場

合には、自らの役員、系列会社及びその役員等が該当します。 
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を有する場合、社外理事を監査委員会委員として選任する場合には、最大株主と特殊関係人は、それぞれ 3％分の議決権行使

ができます。しかし、社内理事を委員として選任する場合には、最大株主と特殊関係人を併せて 3％分の議決権しか行使すること

ができません。 

 

(2) 改正法により導入された監査委員会委員の理事としての選任時の議決権行使の制限 

 

 改正法では、上記(1)記載の従前の監査委員会委員選任時の議決権行使の制限に加えて、監査委員会委員となることが予定さ

れている理事のうち 1 名(以下「分離選出者」といいます)については、理事としての選任の株主総会時にも議決権行使を制限する

こととしています。 

 具体的には、分離選出者については、株主総会の普通決議 8により理事として選任する際に、他の理事候補と分離して決議す

る必要があるとされました。そして、分離選出者が社外理事の場合の選任決議については、3％超保有株主の議決権行使を 3％

分の議決権までに制限し、分離選出者が社内理事の場合には、最大株主については特殊関係人及び大統領令で定める他の者

の議決権を併せて 3％までに制限することとされています。 

 従前は、理事選任の株主総会の普通決議時には、3％超保有株主についても何ら議決権行使に制限がないものの、理事として

選任した者の中から別の株主総会決議により監査委員会委員を選任する際には、3％超保有株主の議決権行使が制限されてい

ました。しかし、改正法においては、分離選出者については、理事としての選任時にも 3％超保有株主の議決権行使が制限され

ることとなるため、多数派株主らの意向に沿わない者が理事及び監査委員会委員として会社の経営に関与し、会社の機密情報

等に接することになる可能性が高まるため、経済界からは懸念の声が上がっています。 
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8  普通決議には、出席株主の議決権の過半数かつ発行済株式総数の 4 分の 1 の賛成が必要とされています。 

https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0247.html
mailto:h_kaga@jurists.co.jp
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0261.html
mailto:t_oga@jurists.co.jp
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